安城市デジタル人材育成推進事業企画運営業務審査要領

１　選定委員会の設置
[bookmark: _Hlk159232941]（１）安城市デジタル人材育成推進事業企画運営業務に係る公募型プロポーザル実施要領第１１「優先交渉権者の決定に係る審査」は、安城市プロポーザル方式試行要領第７条に基づき、企画部長を委員長とする選定委員会（以下、「選定委員会」という。）を設置し、審査を行います。
（２）選定委員会の委員は、行革・政策監、企画政策課長、企画政策課課長補佐、企画政策係長、委員長を含む５名で審査します。
２　審査対象
（１）一次審査（書類審査）
　　　企画提案書の内容を審査対象とします。
（２）二次審査（プレゼンテーション審査）
企画提案書及び業務担当者によるプレゼンテーションを審査対象とします。
３　プレゼンテーション審査の実施方法
（1） 会場に入場できるものは３名までとし、説明者は、本業務を実際に行う担当者を主とします。
（2） 審査時間は提案２０分以内、質疑１０分以内とします。
（3） 審査当日に使用する機器については、安城市でプロジェクター、スクリーンを準備しますの
で、HDMIケーブルで接続可能なＰＣ及びデータを持参してください。
４　審査における評価基準及び配点
　　　別表「評価基準」のとおりとします。なお、一次審査においては企画提案書の内容により評価し、二次審査の対象となる４社を決定します。
５　審査方法
（１）選定委員会の各委員が、評価基準に基づき、各提案についてそれぞれ審査を行います。
（２）委員ごとに評価し、その合計点が高い順に順位をつけ、第１位とした委員を最も多く獲得した事業者を優先交渉権者の候補者、２番目に多く獲得した者を次点者として選定します。
（３）ただし、第１位とした委員が同数の場合は、第２位とした委員が多いものを候補者とし、第２位とした委員も同数の場合は、各委員の合計点を集計した点数（総合計点）がより高い者を候補者、他方を次点者とします。
（４）総合計点も同点の場合は、今回の見積価格がより低い者を候補者とし、次に低い者を次点者とします。
（５）候補者が辞退した場合、又は候補者がその資格を喪失した場合は、次点者を候補者とします。


別表：評価基準
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業務の理解度

・仕様書や過去の開催実績から、本事業の目的を正しく理解し、

　それに沿った提案が行われているか。

５点

スケジュール設定 ・事業全体の実施スケジュールは妥当か。 ５点

・参加者が地域課題や地域のことを知るきっかけとなる提案内容と

　なっているか。

・プログラムに関する提案には具体性があり、参加者の学びが深まる

　ことが期待される内容か。

・ワークショップ開催時における各参加者に対する支援体制や支援

　方法は適切か。

・ワークショップでの産学官連携に関する提案には具体性があり、

　参加者の学びが深まることが期待される内容か。

・参加者募集に係る提案には具体性があり、実効性がある内容か。

・イベントにおけるワークショップ参加者の支援体制や支援方法は

　適切か。

・効果的な集客につなげるための提案には具体性があるか。

・イベントでの産学官連携に関する提案には具体性があり、イベント

　の魅力を高めることが期待される内容か。

産学官連携

・産学官連携推進に向けた市への支援内容に関する提案には具体性

　があり、円滑な連携を進めることが期待できる内容か

１０点

実施体制 業務遂行力

・人員配置、組織体制等、円滑な業務が実施できる体制がとられて

　いるか

１０点

・業務に対する熱意・積極性が感じられるか

・説明がわかりやすく説得力があるか

・質問に対する回答が適切か

価格 価格評価 ・最低見積価格/当該業者の見積価格×20点 ２０点

１００点

合計

１５点

企画内容

（成果発表イベント）

企画提案

業務に対する姿勢 プレゼン １０点

区 分 評価項目 配 点 評価の視点・指標

企画内容

（ワークショップ）

２５点


